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い
つ
ま
で
も
健
康
で
い
る
こ
と
。
そ
れ
は
誰
も
が
思
う
願
い
で
す
。

し
か
し
、
あ
る
日
突
然
わ
た
し
た
ち
を
襲
う
病
気
や
け
が
。

そ
ん
な
時
、皆
さ
ん
の
力
に
な
り
支
え
て
く
れ
る
の
が
、国
民
健
康
保
険
制
度
で
す
。

今
月
号
で
は
、
国
民
健
康
保
険
制
度
の
仕
組
み
と
、

本
年
度
の
税
率
な
ど
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

国保は助け合い
         の制度です

助け合って生きよう  この町で

　

日
本
で
は
、
い
ざ
と
い
う
と
き
に

安
心
し
て
病
院
に
か
か
れ
る
よ
う
、

す
べ
て
の
人
が
い
ず
れ
か
の
医
療
保

険
に
加
入
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す（
国
民
皆
保
険
制
度
）。

　

国
民
健
康
保
険
税（
以
下
国
保
税
）

は
、国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者（
以

下
国
保
加
入
者
）の
医
療
費
な
ど
を

ま
か
な
う
た
め
、
保
険
料
と
し
て
か

か
る
税
金
で
す
。
国
保
加
入
者
が
病

気
や
け
が
を
し
た
時
、
心
配
な
く
医

療
を
受
け
る
た
め
の
貴
重
な
財
源
と

な
っ
て
い
ま
す
。

22
年
度
の
国
保
税
は
減
額

　

６
月
定
例
議
会
で
、
22
年
度
の
税

率
が
議
決
さ
れ
決
定
し
ま
し
た
の
で

お
知
ら
せ
し
ま
す（
表
１
）。
主
な

改
正
点
は
、
医
療
保
険
分
と
後
期
高

齢
者
支
援
金
分
の
税
率
と
均
等
割
・

平
等
割
額
が
引
き
下
げ
ら
れ
た
こ
と
。

介
護
保
険
分
の
税
率
と
均
等
割
額
・

平
等
割
額
が
引
き
上
げ
ら
れ
た
こ
と

の
２
つ
で
す
。

　

近
年
、
増
加
し
続
け
て
い
た
医
療

費
の
算
出
に
あ
た
っ
て
は
、
世
帯
の

所
得
の
申
告
が
必
要
で
す
。
確
定
申

告
や
住
民
税
の
申
告
な
ど
を
し
て
い

な
い
人
が
い
る
世
帯
は
、
必
ず
申
告

を
し
て
く
だ
さ
い
。
世
帯
の
所
得
合

計
額
が
一
定
基
準
以
下
の
と
き
に
は
、

保
険
税
が
軽
減
さ
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

健
康
保
険
に
空
白
期
間
は

あ
り
ま
せ
ん

　

国
民
健
康
保
険
の
加
入
日
は
加
入

届
出
日
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
他
の
健

康
保
険
を
脱
退
し
た
日
、
ま
た
は
町

に
転
入
し
た
日
な
ど
手
続
き
が
遅
れ

た
場
合
で
も
、
こ
の
日
ま
で
さ
か
の

ぼ
っ
て
加
入
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に

な
り
ま
す（
国
保
税
は
、
最
長
３
年

度
分
の
課
税
と
な
り
ま
す
）。
異
動

が
あ
っ
た
と
き
は
、
14
日
以
内
に
届

け
出
て
く
だ
さ
い
。

　

※
世
帯
に
異
動（
加
入
・
脱
退
な

ど
）が
あ
っ
た
場
合
は
、
届
け
出
の

あ
っ
た
翌
月
に
改
め
て
計
算
を
し
直

し
、
新
た
な
税
額
の
通
知（
変
更
通

知
）を
発
送
し
ま
す
。

　

国
保
は
、
世
帯
単
位
で
加
入
し
ま

す
。
世
帯
主
が
国
保
に
加
入
し
て
い

な
い
場
合
で
も
、
納
税
義
務
者
は
世

帯
主
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
国
保
か

ら
の
通
知
な
ど
も
世
帯
主
あ
て
に
発

送
さ
れ
ま
す
。
保
険
税
の
決
定
・
減

額
、
入
院
時
の
食
事
代
や
高
額
療
養

（表１）22 年度　国保税率が決定しました（税率の比較）

22 年度 21 年度

医療保険分 後期高齢者
支援金分 介護保険分 医療保険分 後期高齢者

支援金分 介護保険分

所得割　％ 5.73 2.69 1.98 5.84 2.82 1.57
資産割　％ 20.68 9.34 7.97 23.60 10.88 6.91

均等割額　円 21,900 9,200 9,900 24,000 10,000 9,100
平等割額　円 18,900 8,000 5,700 21,000 8,800 5,200

割り振り項目 医療保険分 後期高齢者支援金分 介護保険分

所得割 世帯の所得に応じて計算 世帯の所得に応じて計算 第２号被保険者の
所得に応じて計算

資産割 世帯の資産に対して計算 世帯の資産に対して計算 第２号被保険者の
資産に応じて計算

均等割 世帯の加入者数に応じて計算
（加入者１人当たりいくら）

世帯の加入者数に応じて計算
（加入者１人当たりいくら）

第２号被保険者の人数
に応じて計算（加入者
１人あたりいくら）

平等割 １世帯にいくらと計算 １世帯にいくらと計算 第２号被保険者がいる
世帯にいくらと計算

（表２）世帯の国保税額は次の項目を合計して決定します

費
で
す
が
、
21
年
度
は
減
少
し
ま
し

た（
国
保
１
人
当
た
り
医
療
費
は
対

前
年
比
３
・
61
㌫
の
減
。
金
額
で
は

７
，
９
５
８
円
の
減
）。
こ
れ
ま
で

は
、
国
保
税
額
の
増
加
を
抑
え
る
た

め
、
基
金
を
取
り
崩
し
て
い
ま
し
た

が
、
本
年
度
は
、
そ
れ
を
せ
ず
、
昨

年
よ
り
税
額
を
下
げ
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

年
齢
で
違
う
納
め
方

　

国
保
税
は
年
齢
に
よ
っ
て
納
め
方

が
違
い
ま
す（
表
２―

２
）。

○
40
歳
以
上
の
人
は
す
べ
て
介
護
保

険
に
加
入
し
ま
す
の
で
、
介
護
保
険

料
を
納
め
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

○
40
歳
以
上
65
歳
未
満
の
人（
第
２

号
被
保
険
者
）は
、
国
保
税
と
し
て

医
療
保
険
分
と
後
期
高
齢
者
支
援
金

分
に
介
護
保
険
分
を
合
わ
せ
て
納
め

ま
す
。
別
々
に
納
付
す
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。

○
65
歳
以
上
の
人
の
介
護
保
険
料
は

原
則
と
し
て
年
金
か
ら
の
天
引
き
と

な
り
ま
す
。

※ 65 歳以上の人の介護保険料は、原則として年金から天引き

40 歳未満の人　　　　　  医療保険分　＋　後期高齢者支援分
40 歳以上 65 歳未満の人　医療保険分　＋　後期高齢者支援分　＋　介護保険分
65 歳以上 75 歳未満の人　医療保険分　＋　後期高齢者支援分　　　介護保険料

さらに年齢に応じて次のようになります。

Special 
   Feature 

（表２－２）

世帯あたりの年間保険税額

Q.年に１度も病院に行かないわたし。そ
　れでも国保税を払わなければいけませ
　んか

Q.失業して仕事をしていないのに、国保
　税は去年までと同じ金額。これってど
　うして？

A.先にも述べたとおり、国保は助け合いの制度です。
ほかの国保加入者の医療費もみんなで負担していま
す。あなたは昨年は健康だったかもしれませんが、
いつ病気になったり、けがをしたりするかは分かり
ません。もしもの時に安心して医療サービスを受け
られるように、国保税を納めてください。

国保税 Q ＆ A

A. 国保税は、町民税などと同様に、前年度の所得
に対して課税されます。昨年まで仕事をしていて所
得があった人が、今年から仕事をやめた場合、本年
度の国保税は、昨年の所得に対して課税された額に
なります。翌年の国保税は、今年の所得が算定材料
になるので金額が下がります。
※非自発的失業者は、本年度から軽減される場合が
　あります（ただし、申請が必要です。詳細は４ペー
　ジの該当欄を参照）。

皆さんが普段から国保税について思っている、あん
なことやこんなこと。なかなか聞きづらい質問を担
当課に聞いてみました。
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国
民
健
康
保
険
と
社
会
保
険

　

国
保
税
額
と
社
会
保
険
料
の
金
額
の
違

い
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
中
の
一
つ
が
、
加
入
者
の
年
齢
で
す
。

社
会
保
険
に
は
、
い
わ
ゆ
る
会
社
勤
め
の

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
な
ど
若
い
人
が
多
く
、
病

気
に
な
る
人
が
少
な
い
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

一
方
、
国
民
健
康
保
険
で
は
、
会
社
を
辞

め
、
社
会
保
険
を
抜
け
た
年
金
生
活
者
な

ど
の
高
齢
者
層
が
多
い
傾
向
が
あ
り
ま
す
。

年
齢
が
高
け
れ
ば
病
気
に
も
な
り
や
す
く
、

病
気
で
通
院
す
れ
ば
医
療
費
が
増
加
し
ま

す
。

　

こ
の
た
め
、
国
・
県
な
ど
の
公
費
で
、

必
要
な
医
療
費
の
約
２
分
の
１
は
ま
か

な
わ
れ
ま
す
が
、
不
足
す
る
医
療
費
分
を

国
保
以
外
の
社
会
保
険
な
ど
か
ら
の
交
付

金
で
補
て
ん
し
て
い
ま
す
。
国
保
会
計
の

歳
入
に
占
め
る
国
保
税
額
の
実
質
割
合
は
、

22
年
度
で
約
24
㌫
で
す（
社
会
保
険
は
被

保
険
者
本
人
と
事
業
主
で
折
半
し
ま
す
）。

率
か
ら
考
え
る
と
、
社
会
保
険
の
人
た
ち

よ
り
は
負
担
が
少
な
い
こ
と
が
分
か
り
ま

す
。

　

ま
た
、
市
町
村
ご
と
に
違
う
国
保
税
率

（
税
額
）を
決
定
す
る
際
に
は
、
そ
の
市

町
村
の
人
口
構
成
や
財
務
状
況
な
ど
を
考

え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
金
額
だ
け
を

比
べ
る
と
、
国
保
税
の
ほ
う
が
高
い
よ
う

に
思
え
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
に
単
純
な
数

字
の
比
較
で
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

部
分
を
含
ん
で
い
ま
す
。

急
な
失
業
者
へ
の
国
保
税
軽
減

　

22
年
４
月
か
ら
倒
産
・
解
雇
な
ど
に
よ

る
離
職（
特
定
受
給
資
格
者
）や
雇
い
止

め
な
ど
に
よ
る
離
職（
特
定
理
由
離
職
者
）

を
し
た
人
に
対
し
て
、
離
職
し
た
本
人
の

給
与
所
得
を
、
３
割
と
し
て
国
保
税
を
計

算
す
る
軽
減
措
置
が
始
ま
り
ま
し
た
。
軽

減
を
受
け
る
に
は
申
請
が
必
要
で
す
。

○
対
象
期
間

離
職
の
翌
日
の
属
す
る
月
か
ら
翌
年
度
末

ま
で（
翌
年
度
末
ま
で
に
国
民
健
康
保
険

の
資
格
を
喪
失
し
た
場
合
は
そ
の
時
点
ま

で
）た
だ
し
、
22
年
４
月
以
降
適
用
の
た

め
、
21
年
３
月
31
日
か
ら
22
年
３
月
30
日

ま
で
に
離
職
し
た
場
合
は
22
年
度
だ
け
対

象
と
な
り
ま
す
。

○
該
当
す
る
人

　

雇
用
保
険
法
の
特
定
受
給
者
お
よ
び
特

定
理
由
離
職
者

※
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
の
離
職
理

由
が
11
・
12
・
21
・
22
・
23
・
31
・
32
・

33
・
34
で
あ
る
人（
離
職
時
点
で
65
歳
以

上
の
人
お
よ
び
雇
用
保
険
の
受
給
資
格
の

町
民
の
皆
さ
ん
か
ら
よ
く
聞
く
声
。

―

国
保
税
は
高
い―

国
民
健
康
保
険
と
社
会
保
険
は
、
何
が
違
う
の
か

な
い
人
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
）。

○
申
請
に
必
要
な
も
の

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証

認
印（
シ
ャ
チ
ハ
タ
は
不
可
）

医
療
費
は
大
切
に
使
お
う

　

国
保
加
入
者
が
病
院
に
か
か
っ
た
時
、

医
療
費
の
負
担
は
３
割（
15
歳
以
下
の
乳

幼
児
お
よ
び
児
童
は
０
割
、
70
歳
以
上

の
人
は
１
割
ま
た
は
３
割
）で
済
み
ま
す
。

残
り
の
医
療
費
は
国
保
か
ら
医
療
機
関
に

支
払
わ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
医
療
費
が

増
加
す
る
と
国
保
の
財
政
が
苦
し
く
な
り
、

国
保
税
の
増
額
と
い
う
形
で
わ
た
し
た
ち

自
身
が
負
担
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

病
気
の
早
期
発
見
や
健
康
状
態
の

チ
ェ
ッ
ク
は
、
健
康
な
体
を
作
る
た
め
に

欠
か
せ
ま
せ
ん
。
医
療
費
を
有
効
に
使
う

た
め
に
も
、
年
に
一
度
は
必
ず
健
診
を
受

け
ま
し
ょ
う
。
調
子
が
悪
い
時
は
病
院
に

行
く
の
を
我
慢
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
重
複
診
察
な
ど
は
避
け
る
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。

神　輝
て る

男
お

さん（川桁）

国民健康保険税と社会保険料の額
●モデルケース　A さん一家（持ち家なし）
　父　40 歳　自営業　国民健康保険加入　年収 360 万円
　母　40 歳　パート　社会保険加入　　　年収 120 万円
　子ども　小学生２人で試算

●父の国保税額　年収 3,600,000 円のうち、課税総所得は 2,010,000 円

●母の社会保険料　（月収 100,000 円の社会保険料）9,143 円× 12 カ月
　　　　　　109,716 円　ただし半分は事業主負担なので　54,858 円
　　国保税額　344,840 円　＋　社会保険料　54,858 円　
　   ＝　399,698 円

　約 40 万円と聞くと「高い」と思うかもしれませんが、１人当たり 10 万円、
１カ月当たりにすると約 8,300 円です。万が一、大病にかかった時に支払
う金額を考えると、ある程度の負担は仕方がないと思いませんか。

課税総所得 所得割額 均等割 平等割 合計
医療 2,010,000 115,173

（5.73％）
65,700  

（21,900 × 3 人） 18,900 199,773

高齢者支援 〃 54,069
（2.69％）

27,600  
  （9,200 × 3 人） 8,000 89,669

介護 〃 39,798
（1.98％）

9,900
  （9,900 ×１人） 5,700 55,398

合計 209,040 103,200 32,600 344,840

　町民の皆さんに、国民健康保険税が高
いと指摘を受けることがあります。健康
な人たちにとっては、少し納得できない
と感じる部分があることも分かります。
しかし、もし、今自分が病気なったらと
いうことを考えてみてください。
　昨年の町の高額医療では、心疾患の
患者さんで 1 カ月約 500 万円、心筋梗
塞・くも膜下出血の患者さんで 1 カ月
約 400 万円の医療費がかかった実例が
あります。これだけのお金を簡単に準備
できる人はそう多くはないでしょう。
　がんなどの場合、退院した後も抗がん
剤などの負担が高額です。窓口負担の 3
割でも大変という声も聞きます。人間は
いつ不慮の事故や病に襲われるか分かり
ません。その時に、自分だけでなく家族
にも医療費の負担が重くのしかかること
を想像してみてください。もしもの時の
ために、国保税（保険料）を納めておけば、
みんなで助け合うことができるのです。

高いと言われる国保税額を安くするため
には、医療費を下げること。医療費を下
げるためには、病院にかからないこと。
病院にかからないためには、普段から健
康に気を使い、健康体でいること。
　健康で暮らすことは、結果として節税
にもつながり、わたしたちの生活をより
豊かにすることにつながります。
　国保税へのご理解とご協力をお願いし
ます。

齋藤　憲
け ん

郎
ろ う

　わたしたちが生活していく
上で、子どもたちの医療費が
無料というのはすごく役に
立っています。こうした社会
保障制度は、町で暮らしてい
くためには欠かせません。
　そのために、わたしたちの
ような働き盛りの年代が、あ
る程度の負担をするのはしょ
うがないと思います。大切な
のは、わたしたちがその制度、
内容に満足し、納得して払え
るかということです。　　　

　わたしは国保税は少し高い
とは思いますが、納得して
払っています。
　わたしたちの生活を守る社
会保障制度は、人口が減って
しまうと維持していくのが困
難になると思います。逆に人
口が増えれば、国保税なども
安くなる可能性があります。
　町には、町の人口を増やす
ような施策やさらなる福祉
サービスの充実をお願いした
いです。

町民生活課長 談
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
国
保
税
の
納
付
に
は
、
ぜ
ひ
口

座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
口
座
振
替

な
ら
、
国
保
税
を
納
め
に
行
く
手
間
が
省

け
る
だ
け
で
な
く
、
納
め
忘
れ
の
心
配
も

な
い
の
で
安
心
・
確
実
で
す
。
一
度
手
続

き
を
す
る
だ
け
で
、
翌
年
度
以
降
も
自
動

的
に
継
続
さ
れ
る
の
で
、
毎
年
手
続
き
に

行
く
必
要
も
あ
り
ま
せ
ん
。

▼
申
し
込
み
方
法
（
用
意
す
る
も
の
）

①
預（
貯
）金
通
帳

②
印
鑑（
通
帳
の
届
出
印
）

こ
れ
ら
を
持
っ
て
、
金
融
機
関
に
直
接
申

し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

町
民
生
活
課　

国
保
年
金
業
務

☎（
62
）２
１
１
４

国
保
税
は
納
期
限
ま
で
に

　

本
年
度
の
国
保
税
は
７
月
か
ら
２
月
ま

で
の
計
８
回
で
納
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い

ま
す
。
期
限
ま
で
に
忘
れ
ず
に
納
付
し
て

く
だ
さ
い
。

　

滞
納
す
る
人
が
増
え
る
と
医
療
費
な
ど

の
財
源
が
足
り
な
く
な
り
ま
す
。
財
源
が

足
り
な
く
な
れ
ば
国
保
税
額
が
上
が
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
払
わ
な
い
人

が
い
る
こ
と
で
、
ほ
か
の
人
に
迷
惑
が
か

か
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

　

未
納
が
続
く
と
、
期
間
の
短
い
保
険
証

や
一
旦
か
か
っ
た
医
療
費
の
全
額
を
負
担

す
る
資
格
証
明
書
な
ど
が
交
付
さ
れ
る
こ

と
と
な
り
ま
す
。
納
付
が
困
難
な
と
き
は
、

そ
の
ま
ま
に
せ
ず
早
め
に
税
務
課
に
ご
相

納得して払っています。
国民健康保険

Interview

国
保
税
へ
の
理
解
を

国民健康保険加入者に聞きました


